
市政ピックアップ

●
お
問
い
合
わ
せ
／
市
商
工
港
湾
課

　

雇
用
対
策
係 

☎
２
６
‐
５
７
５
７

平
成
28
年
３
月
高
校
卒
業
予
定
者
に

対
す
る
求
人
票
早
期
提
出
の
お
願
い

　
酒
田
地
域
（
酒
田
市
、
遊
佐
町
、
庄

内
町
）
に
お
け
る
今
春
の
新
規
高
校
卒

業
者
の
県
内
求
人
倍
率
は
２
・
99
倍
と

県
内
平
均
を
０
・
89
ポ
イ
ン
ト
上
回
り

ま
し
た
。
関
係
各
位
の
ご
尽
力
に
対
し
、

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
し
か
し
本
地
域
に
お
け
る
県
内
定
着

率
は
62
・
９
㌫
と
県
内
平
均
79
・
６
㌫

を
大
き
く
下
回
り
、
多
く
の
若
者
が
県

外
に
流
出
し
て
い
ま
す
。

　
６
月
20
日
か
ら
は
、
平
成
28
年
３
月

高
校
卒
業
予
定
者
に
対
す
る
求
人
票
の

受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
し
た
。
早
期
に

求
人
票
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

就
職
希
望
者
の
選
択
肢
が
広
が
り
、
地

元
で
の
就
業
意
識
が
高
ま
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
ま
す
。

　
酒
田
市
の
将
来
を
担
う
若
者
が
１
人

で
も
多
く
地
元
に
就
職
で
き
る
よ
う
、

求
人
票
の
早
期
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
求
人
票
の
提
出
は
、
ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
酒
田
へ
お
願
い
し
ま
す
。

問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
酒
田 

☎
２
７
‐
３
１

１
１

　
介
護
保
険
法
改
正
に
伴
い
、
８
月
１

日
か
ら
所
得
状
況
に
応
じ
て
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
の
自
己
負
担
割
合
や
月
々
の
負

担
上
限
が
変
わ
り
ま
す
。

所
得
に
よ
る
負
担
割
合

　
一
定
以
上
の
所
得
の
あ
る
方
は
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
の
負
担
割
合
が
２
割
に
な

り
ま
す
。

対
象
／
65
歳
以
上
で
本
人
の
合
計
所
得

金
額
が
１
６
０
万
円
以
上
の
方
（
単
身

の
場
合
、
年
金
収
入
と
そ
の
他
の
合
計

所
得
金
額
の
合
計
が
２
８
０
万
円
以
上
、

65
歳
以
上
の
方
が
２
人
以
上
の
世
帯
の

場
合
、
３
４
６
万
円
以
上
）

負
担
割
合
証
／
７
月
中
に
要
介
護
（
要

支
援
）
認
定
を
受
け
て
い
る
方
に
負
担

割
合
が
記
載
さ
れ
た
負
担
割
合
証
を
郵

送
し
ま
す

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の

支
給
基
準
の
変
更

　
現
役
並
み
所
得
相
当
の
方
が
い
る
世

帯
に
つ
い
て
は
、
負
担
の
上
限
が
３
万

７
千
２
０
０
円
か
ら
４
万
４
千
４
０
０

円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

対
象
／
同
一
世
帯
内
に
65
歳
以
上
で
課

税
所
得
１
４
５
万
円
以
上
の
方
が
い
る

場
合

例
外
／
対
象
に
当
て
は
ま
る
場
合
で
も

同
一
世
帯
内
に
65
歳
以
上
の
方
が
１
人

で
そ
の
方
の
収
入
が
３
８
３
万
円
未
満

の
場
合
、
ま
た
は
同
一
世
帯
内
に
65
歳

以
上
の
方
が
２
人
以
上
い
て
そ
れ
ら
の

方
の
収
入
の
合
計
が
５
２
０
万
円
未
満

の
場
合
は
、
市
に
申
請
す
る
こ
と
で
３

万
７
千
２
０
０
円
に
戻
り
ま
す

申
請
／
例
外
に
当
て
は
ま
る
可
能
性
の

あ
る
方
へ
、
７
月
か
ら
８
月
に
か
け
て

市
か
ら
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す

負
担
軽
減
の
判
定
基
準

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の
食

費
・
部
屋
代
（
居
住
費
）
の
負
担
軽
減

の
判
定
基
準
に
配
偶
者
の
課
税
状
況
や

預
貯
金
な
ど
が
追
加
さ
れ
ま
す
。

内
容
／
配
偶
者
（
世
帯
が
同
じ
か
問
わ

な
い
）
が
市
民
税
課
税
者
の
場
合
は
負

担
軽
減
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。
ま
た

預
貯
金
な
ど
の
金
額
が
、
配
偶
者
が
い

る
方
の
場
合
は
合
計
２
千
万
円
、
配
偶

者
が
い
な
い
方
の
場
合
は
１
千
万
円
を

超
え
る
時
は
負
担
軽
減
の
対
象
外
と
な

り
ま
す

●
お
問
い
合
わ
せ
／
市
介
護
保
険
課
介
護
認
定
係 

☎
２
６
‐
５
７
３
２

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
自
己
負
担
割
合
な
ど

が
変
わ
り
ま
す

　
　

●
お
問
い
合
わ
せ
／

酒
田
商
工
会
議
所
経
営
相
談
課

☎
２
２
‐
９
３
１
１

酒
田
市
共
通
商
品
券

「
プ
レ
ミ
ア
ム
徳
と
く
券
」追
加
販
売

販
売
期
間
／
７
月
11
日
㈯
〜
（
売
り
切

れ
次
第
終
了
）

販
売
数
／
約
６
万
セ
ッ
ト

有
効
期
間
／
11
月
30
日
㈪
ま
で

販
売
価
格
／
１
セ
ッ
ト
１
万
円
（
１
千

円
券
×
12
枚
（
20
㌫
の
プ
レ
ミ
ア
ム
付

加
。
購
入
は
１
人
５
セ
ッ
ト
ま
で
））

利
用
店
舗
／
加
盟
店
約
２
８
０
店
舗

◆
ど
な
た
で
も
（
予
約
販
売
で
す
で
に

購
入
し
た
方
も
）
購
入
で
き
ま
す
。

◆
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
酒

田
商
工
会
議
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照

し
て
く
だ
さ
い
。

見本
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●
お
問
い
合
わ
せ
／
市
国
保
年
金
課
国
民
年
金
係 

☎
２
６
‐
５
７
２
８
、

　
　
　
　
　
　
　
　

各
総
合
支
所
地
域
振
興
課
、

　
　
　
　
　
　
　
　

鶴
岡
年
金
事
務
所 

☎
０
２
３
５
‐
２
３
‐
５
０
４
０

ご
存
じ
で
す
か
？　
　
　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除・猶
予
制
度

　

老
齢
基
礎
年
金
は
原
則
と
し
て
保
険

料
を
納
付
し
た
期
間
と
免
除･

猶
予
さ

れ
た
期
間
が
25
年
以
上
な
い
と
、
将
来

受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
経
済

的
に
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、

未
納
の
ま
ま
に
せ
ず
免
除
・
猶
予
制
度

を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
（
原
則
、
毎
年

申
請
が
必
要
）。

平
成
27
年
７
月
分
以
降
の
免
除
は

７
月
１
日
か
ら
受
け
付
け

対
象
保
険
料
／
７
月
分
〜
平
成
28
年
６

月
分

受
付
期
間
／
７
月
１
日
㈬
〜
平
成
30
年

７
月
31
日
㈫

窓
口
／
市
役
所
１
階
国
保
年
金
課
、
各

総
合
支
所
地
域
振
興
課

持
ち
物
／
年
金
手
帳
、
印
鑑
、
離
職
中

の
方
は
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
ま

た
は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

◆
同
居
し
て
い
る
家
族
の
方
が
代
理
申

請
す
る
場
合
は
、
代
理
人
の
身
分
証
と

申
請
者
の
印
鑑
が
必
要
で
す
。

全
額
免
除
と
一
部
免
除

全
額
免
除
／
保
険
料
を
納
め
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん

一
部
免
除
／
納
付
す
べ
き
保
険
料
の
一

部
（
保
険
料
の
４
分
の
３
、
半
額
、
４

分
の
１
が
免
除
）
を
納
め
ま
す
。
納
め

な
い
と
免
除
が
取
り
消
さ
れ
、
未
納
期

間
に
な
り
ま
す

審
査
／
申
請
者
本
人
の
ほ
か
、
そ
の
配

偶
者
お
よ
び
世
帯
主
の
前
年
の
所
得
に

よ
り
判
定
（
所
得
が
基
準
を
超
え
た
場

合
で
も
、
離
職
や
天
災
な
ど
で
損
害
を

受
け
た
場
合
は
、
免
除
申
請
が
承
認
さ

れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
）

●
離
職
︵
退
職
・
失
業
︶
に
よ
る
特
例

　

申
請
者
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の

中
に
離
職
し
た
方
が
い
る
場
合
、
審
査

の
際
に
離
職
し
た
方
の
所
得
を
除
外
し

て
審
査
し
ま
す
。

必
要
な
も
の
／
雇
用
保
険
被
保
険
者
離

職
票
ま
た
は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

◆
雇
用
保
険
の
対
象
外
の
方
は
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

●
30
歳
未
満
の
若
年
者
猶
予
制
度

　

申
請
者
本
人
が
30
歳
未
満
（
学
生
を

除
く
）
で
あ
れ
ば
、
世
帯
主
の
所
得
を

除
外
し
て
審
査
す
る
若
年
者
納
付
猶
予

の
制
度
も
選
択
で
き
ま
す
。

　

全
額
免
除
と
若
年
者
納
付
猶
予
は
納

付
が
不
要
な
点
で
は
同
じ
で
す
が
、
免

除
の
場
合
は
国
庫
負
担
が
あ
る
た
め
、

将
来
の
年
金
額
に
一
部
加
算
さ
れ
ま
す
。

一
方
、
若
年
者
納
付
猶
予
は
国
庫
負
担

が
な
く
、
受
給
で
き
る
年
金
額
に
は
加

算
さ
れ
ま
せ
ん
。

追
納
す
れ
ば
年
金
が
増
え
ま
す

　

免
除
・
猶
予
制
度
を
利
用
し
た
期
間

は
、
保
険
料
を
納
付
し
た
場
合
に
比
べ

受
給
で
き
る
年
金
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
経
済
的
に
余
裕
が
生
じ
た
場

合
は
、
免
除
か
ら
10
年
以
内
に
追
納
の

申
し
出
を
行
い
、
保
険
料
を
納
付
す
る

こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
納
付
す
る
こ

と
で
将
来
の
年
金
を
増
額
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

Ｑ
．
免
除
の
手
続
き
は
難
し
い
の

で
し
ょ
う
か
。

Ａ
．
申
請
書
の
記
載
は
、
住
所
、

氏
名
、
電
話
番
号
、
申
請
日
の
記

入
だ
け
で
す
の
で
簡
単
で
す
。

Ｑ
．
免
除
を
受
け
る
と
年
金
も
少

な
く
な
る
と
聞
い
た
の
で
す
が
。

Ａ
．
全
額
免
除
の
場
合
は
、
免
除

を
受
け
た
月
数
×
８
１
２
円
（
年

額
）
が
支
給
額
か
ら
減
額
さ
れ
ま

す
が
、
上
記
の
よ
う
に
追
納
し
て

増
額
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

Ｑ
．
離
職
し
た
翌
月
に
就
職
し
ま

し
た
。
離
職
の
特
例
は
受
け
ら
れ

ま
す
か
。

Ａ
．
離
職
し
て
か
ら
約
２
年
間
は
、

特
例
が
受
け
ら
れ
る
制
度
で
す
の

で
、
就
職
し
た
方
も
特
例
を
受
け

ら
れ
ま
す
。

﹁
窓
口
で
よ
く
あ
る
﹂

免
除
Ｑ
＆
Ａ

国民年金係
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